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市
町
村
の
合
併
は
、
合
併
関
係

市
町
村
の
申
請
に
基
づ
き
、
都
道

府
県
知
事
が
都
道
府
県
議
会
の
議

決
を
経
て
こ
れ
を
定
め
、
そ
の
旨

を
総
務
大
臣
に
届
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
申

請
は
、
合
併
関
係
市
町
村
の
議
会

の
議
決
を
経
て
行
う
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

南
伊
豆
地
区
１
市
３
町
合
併
協

議
会
は
、
地
方
自
治
法
及
び
市
町

村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
き
、
議
会
の
議
決
並
び

に
住
民
投
票
を
経
て
設
置
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　

合
併
を
行
う
場
合
、
合
併
の
方

式
、合
併
の
期
日
、新
市
の
名
称
、

事
務
所
の
位
置
な
ど
合
併
に
関
す

る
事
項
の
全
般
に
わ
た
っ
て
あ
ら

か
じ
め
協
議
を
行
い
そ
の
取
扱
い

を
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
合
併
に
必
要
な
事
項

を
協
議
す
る
場
が
、
合
併
協
議
会

で
す
。

　

合
併
協
議
会
は
、
平
成
20
年
６

月
５
日
に
発
足
し
、
平
成
21
年
６

月
23
日
ま
で
に
13
回
開
催
さ
れ
、

平
成
21
年
３
月
27
日
に
開
催
さ
れ

た
第
11
回
合
併
協
議
会
に
お
い
て

全
て
の
合
併
協
定
項
目
が
確
認
さ

れ
ま
し
た
。

 

合
併
協
議
会
発
足
後
、
約
１
年

を
経
過
し
、
厳
し
い
状
況
下
に
あ

る
１
市
３
町
が
、
将
来
に
向
け
た

地
域
の
建
設
計
画
を
真
剣
に
話
し

合
い
、
お
互
い
を
理
解
し
つ
つ
、

最
善
の
内
容
で
合
意
で
き
た
と
確

信
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
今
回
の
結
果
に
よ

り
、
１
市
３
町
の
合
併
が
破
綻
し

た
こ
と
は
残
念
と
し
か
申
し
上
げ

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

事
実
上
、
合
併
特
例
法
期
限
内

に
国
、
県
の
財
政
支
援
を
受
け
る

こ
と
の
で
き
る
合
併
は
不
可
能
で

あ
り
、
こ
れ
か
ら
は
、
下
田
市
単

独
で
の
道
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
い

と
判
断
し
て
お
り
ま
す
。

　

地
方
分
権
の
時
代
を
迎
え
、
行

政
は
市
民
生
活
に
密
着
し
た
、
よ

り
複
雑
化
し
た
政
策
課
題
に
対
応

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。ま
た
、

少
子
高
齢
化
は
急
速
に
進
行
し
、

厳
し
い
財
政
状
況
も
含
め
、
自
治

体
を
取
り
巻
く
環
境
は
一
層
厳
し

く
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
荒
波
を

乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
行
財
政

の
更
な
る
効
率
化
を
進
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
子
供
た
ち
に
負
担

を
先
送
り
し
な
い
「
身
の
丈
に
合

っ
た
」
行
政
経
営
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
様
の
ご

支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　

下
田
市
長　

石
井
直
樹

 

南
伊
豆
地
区
１
市
３
町
（
下
田

市
・
河
津
町
・
南
伊
豆
町
・
松
崎

町
）
の
合
併
に
つ
い
て
は
、
合
併

協
議
会
に
お
い
て
昨
年
６
月
か
ら

進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
協
議
が
調

っ
た
た
め
、
６
月
19
日
に
各
市
町

の
議
会
に
「
廃
置
分
合
」
「
廃
置

分
合
に
伴
う
財
産
処
分
に
関
す
る

協
議
」
「
廃
置
分
合
に
伴
う
経
過

措
置
に
関
す
る
協
議
」
「
廃
置
分

合
に
伴
う
議
会
の
議
員
の
定
数
に

関
す
る
協
議
」
の
４
議
案
を
上
程

し
ま
し
た
。

　

結
果
は
、
下
田
市
、
河
津
町
の

各
議
会
で
は
４
議
案
を
可
決
、
南

伊
豆
町
、
松
崎
町
の
各
議
会
で
は

廃
置
分
合
の
議
案
を
否
決
、
残
る

３
議
案
は
取
り
下
げ
と
な
り
ま
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
合
併
特
例
法

期
限
の
来
年
３
月
ま
で
の
１
市
３

町
の
合
併
は
、
実
質
的
に
不
可
能

と
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
、
合
併

協
議
会
の
解
散
の
手
続
き
を
行
う

こ
と
と
な
り
ま
す
。
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【
自
分
の
命
は
自
分
で
守
る
】

・
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
常
時
着

用
（
海
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
）

・
連
絡
手
段
の
確
保
（
防
水
パ
ッ

ク
に
入
れ
た
携
帯
電
話
の
携
行
）

・
１
１
８
番
の
適
切
な
利
用
（
海

の
も
し
も
は
１
１
８
番
）

　

岸
か
ら
沖
合
へ
の
海
水
の
流
れ

を
リ
ッ
プ
カ
レ
ン
ト
（
離
岸
流
）

と
言
い
ま
す
。
波
の
運
動
で
沖
合

か
ら
岸
に
運
ば
れ
た
海
水
は
行
き

場
を
失
い
、
岸
と
平
行
に
流
れ
た

後
、
特
定
の
場
所
で
急
に
沖
に
向

か
っ
て
流
れ
始
め
ま
す
。

　

こ
の
流
れ
に
い
る
こ
と
に
気
付

か
ず
懸
命
に
陸
に
向
か
っ
て
泳
ご

う
と
し
て
、
体
力
を
消
耗
し
痛
ま

し
い
水
の
事
故
の
原
因
と
も
な
っ

て
い
ま
す
。

　

も
し
リ
ッ
プ
カ
レ
ン
ト
に
流
さ

れ
た
場
合
は
、落
ち
着
い
て
海
岸

と
平
行
に
泳
い
で
み
て
く
だ
さ
い
。

リ
ッ
プ
カ
レ
ン
ト
の
幅
は
狭
い
た

め
、
こ
の
流
れ
か
ら
逃
れ
る
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

問
合
せ
先　

下
田
海
上
保
安
部

交
通
課　
　
　
　

☎
㉓
０
１
４
５

　

い
よ
い
よ
夏
本
番
、
マ
リ
ン
レ

ジ
ャ
ー
シ
ー
ズ
ン
に
な
り
ま
し
た
。

近
年
の
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
人
気
で
、

伊
豆
半
島
及
び
伊
豆
諸
島
は
一
層

に
ぎ
や
か
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。

　

ビ
ー
チ
で
は
、
海
水
浴
や
サ
ー

フ
ィ
ン
、
少
し
沖
へ
行
く
と
ウ
イ

ン
ド
サ
ー
フ
ィ
ン
や
カ
ヌ
ー
、
水

上
オ
ー
ト
バ
イ
、
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ

ー
ト
な
ど
、
海
を
楽
し
む
人
々
が

多
く
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
ち
ょ
っ
と
し
た
油
断

が
死
亡
事
故
に
つ
な
が
り
か
け
ま

せ
ん
。

　

楽
し
み
と
危
険
は
紙
一
重
。
海

の
ル
ー
ル
を
守
り
、
事
故
の
な
い

よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

【
見
張
り
は
し
っ
か
り
と
】

　

前
を
よ
く
見
な
い
で
車
を
運
転

し
な
い
人
は
い
な
い
よ
う
に
、
見

張
り
を
怠
っ
て
船
の
操
船
は
で
き

ま
せ
ん
。
脇
見

操
船
、
居
眠
り

操
船
な
ど
も
っ

て
の
ほ
か
で
す
。

自
由
な
海
だ
か

ら
こ
そ
、
ル
ー

ル
を
守
る
自
律

心
が
必
要
で
す
。

　

今
年
の
水
質
調
査
で
は
、
市
内

海
水
浴
場
９
か
所
の
う
ち
８
か
所

が
最
高
区
分
の
「
水
質
Ａ
Ａ
」
に

ラ
ン
ク
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
夏
に
向
け
て
、
下
田

の
海
岸
に
は
海
水
浴
や
マ
リ
ン
ス

ポ
ー
ツ
な
ど
で
た
く
さ
ん
の
人
が

訪
れ
ま
す
。
み
ん
な
が
安
全
で
快

適
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
ル
ー

ル
・
マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先

観
光
交
流
課　
　

☎
㉒
３
９
１
３

　

今
年
度
の
市
内
９
海
水
浴
場
開

設
期
間
が
決
ま
り
ま
し
た
。ま
た
、

各
海
水
浴
場
の
水
質
調
査
結
果
も

発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
は
、
環
境
省
で
定
め

る
「
水
浴
場
水
質
判
定
基
準
」
に

よ
り
、
静
岡
県
な
ど
が
行
う
調
査

で
、
県
内
56
海
水
浴
場
で
実
施
さ

れ
ま
し
た
。

　

調
査
項
目
は
、
ふ
ん
便
性
大
腸

菌
群
数
、
油
膜
の
有
無
、
Ｃ
Ｏ
Ｄ

（
化
学
的
酸
素
要
求
量
）、透
明
度
、

Ｐ
Ｈ
（
水
素
イ
オ
ン
濃
度
）、病
原

性
大
腸
菌
Ｏ

－

１
５
７
の
６
項
目

で
、
こ
れ
ら
の
数
値
に
よ
り
、
遊

泳
に
適
し
て
い
て
水
質
が
良
好
な

順
に
「
適（
水
質
Ａ
Ａ
と
Ａ
）」「
可

（
水
質
Ｂ
と
Ｃ
）」「
不
適
」
に
区

分
さ
れ
ま
す
。

「
海
の
安
全
運
動
」実
施
中

「
海
の
安
全
運
動
」実
施
中

「
海
の
安
全
運
動
」実
施
中

７
月
１
日
〜
８
月

７
月
１
日
〜
８
月
3131
日

７
月
１
日
〜
８
月
31
日

市
内
海
水
浴
場
の
調
査
結
果

ル
ー
ル
・マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う

ル
ー
ル
・マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う

ル
ー
ル
・マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う

海水浴場のルール・マナー

監視所などに掲げてある旗を確
認しましょう

バーベキュー等火気の使用は禁
止されています ごみは持ち帰りましょう

ジェットスキー、マリンジェット
の乗り入れは禁止されています

犬はリードをはずさないように
して、フンは持ち帰りましょう

キャンプ宿泊は県条例で禁止さ
れています

一般車両の砂浜への乗り入れは
禁止されてます

釣りは海水浴場開設区域外で モリの使用は禁止されています

飲酒したときには海に入らない 遊泳区域内は、ゴムボートのオー
ルの使用は禁止されています

多客時のビーチバレーコートの設
置やフリスビー使用は端へ移動を

沖
に
向
か
う
流
れ
に
注
意
！

平成２１年度海水浴場開設期間と水質調査結果

海 水 浴 場

白 浜 中 央

白 浜 大 浜

外　　　浦

九　十　浜

鍋　田　浜

多 々 戸 浜

入　田　浜

吉佐美大浜

田　　　牛

開設期間
遊泳時間
7/18～8/23
8：00～16：30
7/11～8/30
8：00～17：00
7/18～8/23
8：00～16：00
7/19～8/25
8：00～17：00
7/18～8/23
9：00～16：00
7/18～8/30
8：00～17：00
7/18～8/30
8：00～17：00
7/18～8/30
8：00～17：00
7/18～8/23
8：30～16：00

水質検査
区分

AA

AA

A

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA：水質が特に良好な海水浴場
A:水質が良好な海水浴場

海水浴シーズン到来！海水浴シーズン到来！
下田の海はきれいな海下田の海はきれいな海
海水浴シーズン到来！海水浴シーズン到来！
下田の海はきれいな海下田の海はきれいな海
海水浴シーズン到来！
下田の海はきれいな海

◇
な
ぜ
、議
決
が
必
要
な
の
？

◇
な
ぜ
、議
決
が
必
要
な
の
？

◇
な
ぜ
、議
決
が
必
要
な
の
？

◇
合
併
協
議
会
っ
て
な
に
？

◇
合
併
協
議
会
っ
て
な
に
？

◇
合
併
協
議
会
っ
て
な
に
？

●主な協議結果の概要

協  定  項  目 協 議 結 果 の 概 要

合 併 の 方 式 に つ い て 新設合併（対等合併）

平成22年3月20日

「下田市」
現下田市役所を本庁とし、３町役場を支
所（総合支所方式）とする。

１市３町の所有する財産、債務はすべ
て新市に引き継ぐ。
在任特例を適用し、１市３町の議員が
平成22年11月10日まで在任する。
新市の議員の定数は26人とする。
合併後最初の選挙に限り旧市町単位の
選挙区を設ける。
合併後10年間、合併前の市町単位に４
つの地域自治区を置き、各地域自治区に
投資的事業及び住民要望に対応するた
めの事業費を確保する。投資的事業費に
ついては、合併前の市町の基金、債務残
高などの財政状況を考慮し配分する。

合 併 の 期 日 に つ い て

新 市 の 名 称 に つ い て

新 市 の 事 務 所 の 位 置

財産及び債務の取扱いにつ
いて

議会の議員の定数及び任期
の取扱い

地域自治組織の取扱い

「
廃
置
分
合
議
案
」
足
並
み
揃
わ
ず

「
廃
置
分
合
議
案
」
足
並
み
揃
わ
ず…

「
廃
置
分
合
議
案
」
足
並
み
揃
わ
ず

「
廃
置
分
合
議
案
」
足
並
み
揃
わ
ず…

「
廃
置
分
合
議
案
」
足
並
み
揃
わ
ず…

南
伊
豆
地
区
１
市
３
町
合
併
協
議
に
つ
い
て

南
伊
豆
地
区
１
市
３
町
合
併
協
議
に
つ
い
て

南
伊
豆
地
区
１
市
３
町
合
併
協
議
に
つ
い
て

南
伊
豆
地
区
１
市
３
町
合
併
協
議
に
つ
い
て

南
伊
豆
地
区
１
市
３
町
合
併
協
議
に
つ
い
て

問合せ先：企画財政課
☎２２－２２１２
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